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公布された規則のあらまし

◇鳥取県税条例施行規則の一部改正について

１ 規則の改正理由

鳥取県税条例の一部が改正され、県税事務の一部を特定の県税事務所に集約すること等に伴い、所要の改正

を行う。

２ 規則の概要

(１) ゴルフ場利用税の税率の基準となるゴルフ場の等級を決定する者を西部県税事務所長とする等、県税事

務の一部を特定の県税事務所へ集約することに伴う所要の規定の整備を行う。

(２) その他所要の規定の整備を行う。

(３) 施行期日等

ア 施行期日は、平成26年４月１日とする。

イ 所要の経過措置を講ずる。

平成26年３月28日 金曜日 鳥 取 県 公 報 号外第33号
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規 則

鳥取県税条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成26年３月28日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県規則第14号

鳥取県税条例施行規則の一部を改正する規則

第１条 鳥取県税条例施行規則（昭和35年鳥取県規則第40号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正す

る。

改 正 後 改 正 前

（更正をすべき理由がない旨の通知） （更正をすべき理由がない旨の通知）

第29条の２ 法第20条の９の３第４項の規定による更 第29条の２ 法第20条の９の３第３項の規定による更

正をすべき理由がない旨の通知は、第26号様式の２ 正をすべき理由がない旨の通知は、第26号様式の２

による通知書でしなければならない。 による通知書でしなければならない。

（等級決定の通知） （等級決定の通知）

第40条 西部県税事務所長は、条例第126条第３項の 第40条 所長は、条例第126条第３項の規定により等

規定により等級を決定したときは、第58号様式によ 級を決定したときは、第58号様式による通知書でそ

る通知書でその旨を通知しなければならない。 の旨を通知しなければならない。

第11号様式の４（第14条の２関係） 第11号様式の４（第14条の２関係）

（表面） （表面）

県税納付書送付依頼書兼県税口座振替依頼書 県税納付書送付依頼書兼県税口座振替依頼書

略 略

銀行･金庫 本店･支店 略 銀行･金庫 本店･支店 略
様 様

農協･漁協 本所･支所・出張所 農協･漁協 本所･支所

県税の納付に当たり、次のとおり 県税の納付に当たり、次のとおり

依頼します。 略 依頼します。 略

１ 県税事務所が発付する下記に関す １ 県税事務所が発付する下記に関す

る納付書は、取扱金融機関に送付し る納付書は、取扱金融機関に送付し

てください。 てください。

２ 取扱金融機関に納付書が送付され ２ 取扱金融機関に納付書が送付され

たときは、裏面約定に基づき、下記 たときは、裏面約定に基づき、下記

の指定預金口座等から県の歳入金に の指定預金口座等から県の歳入金に

振り替えてください。 振り替えてください。

３ 納期の最終日を振替日としてくだ ３ 納期の最終日を振替日としてくだ

さい。 さい。

記 記

略 略
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（フリガナ） 略 取扱税目 （フリガナ） 略 取扱科目

氏 名 １ 自動車税 氏 名

（名称） ２ 個人事業税 （名称） １ 自動車税

代表者名 （役職名） 代表者名 （役職名） ２ 個人事業税

法人の場合 法人の場合 振替開始日

のみ記入し のみ記入し 平成 年 月

て く だ さ て く だ さ 日以降に納期が

い。 い。 到来するもの。

（フリガナ） （届出印）

口座名義 印

口座名義人住所

（フリガナ） （届出印）

口座名義人 印

指定 略 指定 略

預金 ゆうちょ銀 種目コード 通帳記号 略 預金 ゆうちょ銀 種目コード 略

口座 行を指定す 略 口座 行を指定す 略

等 る場合 等 る場合

略 略

略 略

（裏面） （裏面）

略 略

第26号様式の２（第29条の２関係） 第26号様式の２（第29条の２関係）

更正をすべき理由がない旨の通知書 更正をすべき理由がない旨の通知書

年 月 日 年 月 日

様 様

県税事務所長 印 県税事務所長 印

年 月 日付けで提出された更正の請求につ 年 月 日付けで提出された更正の請求につ

いては、下記の理由によって更正できませんの いては、下記の理由によって更正できませんの

で、地方税法第20条の９の３第４項の規定により で、地方税法第20条の９の３第３項の規定により

通知します。 通知します。

略 略

お知らせ 略 お知らせ 略

第62号様式の８（第46条の11、第50条の16関係） 第62号様式の８（第46条の11、第50条の16関係）

自動車取得税・自動車税減免申請書（身体障害者等） 自動車取得税・自動車税減免申請書（身体障害者等）

年 月 日 略 年 月 日 略

職 氏 名 様 職 氏 名 様

第134条の７第１号 ア、イ又はウ 第134条の７第１号 ア、イ又はウ
鳥取県税条例 鳥取県税条例

第137条の２第１項第１号 ア、イ 第137条の２第１項第１号 ア、イ

第 第
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に該当するので、鳥取県税条例施行規則 に該当するので、鳥取県税条例施行規則
又はウ 第 又はウ 第

46条の11第１項 46条の11第１項
の規定により、自動車取得税又は自 の規定により、自動車取得税又は自

50条の16第１項 50条の16第１項

動車税の減免について、下記のとおり申請します。 動車税の減免について、下記のとおり申請します。

記 記

【申請種別】 【申請種別】

略 略

【身体障害者等の氏名等】 【身体障害者等の氏名等】

略 略

【手帳の種類・記載事項】 【手帳の種類・記載事項】

略 略

【新たに減免を受けようとする自動車】 【新たに減免を受けようとする自動車】

新規・買替えの別 １ 新規 ２ 買替え
登録番号 鳥・鳥取 登録年月日 年 月 日

登録番号 鳥・鳥取 登録年月日 年 月 日

略 略

【減免を受けようとする自動車取得税又は自動車税 【減免を受けようとする自動車取得税又は自動車税

の税額等】 の税額】

年 税 額 税 額
自 動 車 税

円 円 自 動 車
自動車税 円 円

課税標準額 税 額 取 得 税
自動車取得税

円 円

第２条 鳥取県税条例施行規則の一部を次のように改正する。

第１号様式その１、第１号様式その３及び第１号様式その４中

「 鳥取県 県税事務所長・出納員 様 「 鳥取県 県税事務所長・出納員 様

領 領 領 領

収 収 収 収

日 日 を 日 日 に、

付 付 付 付

印 印 印 印

」 （鳥取県保管） 」

「 統轄店 御中 「 統轄店 御中

領 領 領 領

収 収 収 収

日 日 を 日 日 に、

付 付 付 付

印 印 印 印

」 （金融機関保管） 」

「 上記金額を領収しました。 「 上記金額を領収しました。

領 領

収 収

日 を 日 に改める。

付 付

印 印
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」 （納税者保管） 」

「 鳥取県 県税事務所長・出納員 様

領収日付印 領収日付印

第１号様式その５及び第１号様式その６中 を

」

「 鳥取県 県税事務所長・出納員 様 「 統轄店 御中

領収日付印 領収日付印 領収日付印 領収日付印

に、 を

（鳥取県保管） 」 」

「 統轄店 御中 「 上記金額を領収しました。

領収日付印 領収日付印 領収日付印

に、 を

（金融機関保管） 」 」

「 上記金額を領収しました。

領収日付印

に改める。

（納税者保管） 」

「 鳥取県 県税事務所長・出納員 様

領 領

収 収

第１号様式の２その１中 日 日 を

付 付

印 印

」

「 鳥取県 県税事務所長・出納員 様 「 統轄店 御中

領 領 領 領

収 収 収 収

日 日 に、 日 日 を

付 付 付 付

印 印 印 印

（鳥取県保管） 」 」

「 統轄店 御中 「 上記金額を領収しました。

領 領 領
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収 収 収

日 日 に、 日 を

付 付 付

印 印 印

（金融機関保管） 」 」

「 上記金額を領収しました。

領

収

日 に改める。

付

印

（納税者保管） 」

「 鳥取県 県税事務所長・出納員 様

領 領

収 収

第１号様式の２その２中 日 日 を

付 付

印 印

」

「 鳥取県西部県税事務所長・出納員 様 「 統轄店 御中

領 領 領 領

収 収 収 収

日 日 に、 日 日 を

付 付 付 付

印 印 印 印

（鳥取県保管） 」 」

「 統轄店 御中 「 上記金額を領収しました。

領 領 領

収 収 収

日 日 に、 日 を

付 付 付

印 印 印

（金融機関保管） 」 」

「 上記金額を領収しました。

領

収

日 に改める。

付

印

（納税者保管） 」

「 納 期 限 領

課税事務所 収

日 計 口 日

第１号様式の２その３中 付 を

円 印
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」

「 納 期 限 領 「 納 期 限 領

課税事務所 収 課税事務所 収

日 計 口 日 指定金融機関名 日

付 に、 （取りまとめ店） 付 を

円 印 郵便貯金銀行 印

（取りまとめ店）

（金融機関保管） 」 」

「 納 期 限 領 「 納 期 限 上記金額を領収

課税事務所 収 課税事務所 しました。

指定金融機関名 日 領

（取りまとめ店） 付 に、 収

郵便貯金銀行 印 日
を

（取りまとめ店） 付

（鳥取県保管） 」 印

」

「 納 期 限 上記金額を領収

課税事務所 しました。

領

収

日
に改める。

付

印

（納税者保管） 」

「 鳥取県 県税事務所長・出納員 様

領 領

収 収

第１号様式の３その１及び第１号様式の３その４中 日 日 を

付 付

印 印

」

「 鳥取県 県税事務所長・出納員 様 「 統轄店 御中

領 領 領 領

収 収 収 収

日 日 に、 日 日 を

付 付 付 付

印 印 印 印

（鳥取県保管） 」 」

「 統轄店 御中 「 上記金額を領収しました。

領 領 領

収 収 収

日 日 に、 日 を

付 付 付

印 印 印
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（金融機関保管） 」 」

「 上記金額を領収しました。

領

収

日 に改める。

付

印

（納税者保管） 」

「 鳥取県 県税事務所長・出納員 様

領収日付印 領収日付印

第１号様式の３その８中 を

」

「 鳥取県 県税事務所長・出納員 様 「 統轄店 御中

領収日付印 領収日付印 領収日付印 領収日付印

に、 を

（鳥取県保管） 」 」

「 統轄店 御中 「 上記金額を領収しました。

領収日付印 領収日付印 領収日付印

に、 を

（金融機関保管） 」 」

「 上記金額を領収しました。

領収日付印

に改める。

（納税者保管） 」

「 鳥取県 県税事務所長・出納員 様

領 領

収 収

第１号様式の３その14中 日 日 を

付 付

印 印

」

「 鳥取県中部県税事務所長・出納員 様 「 統轄店 御中

領 領 領 領
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収 収 収 収

日 日 に、 日 日 を

付 付 付 付

印 印 印 印

（鳥取県保管） 」 」

「 統轄店 御中 「 上記金額を領収しました。

領 領 領

収 収 収

日 日 に、 日 を

付 付 付

印 印 印

（金融機関保管） 」 」

「 上記金額を領収しました。

領

収

日 に改める。

付

印

（納税者保管） 」

「 鳥取県 県税事務所長・出納員 様

領 領

収 収

第１号様式の４その１及び第５号様式の２その１中 日 日 を

付 付

印 印

」

「 鳥取県 県税事務所長・出納員 様 「 統轄店 御中

領 領 領 領

収 収 収 収

日 日 に、 日 日 を

付 付 付 付

印 印 印 印

（鳥取県保管） 」 」

「 統轄店 御中 「 上記金額を領収しました。

領 領 領

収 収 収

日 日 に、 日 を

付 付 付

印 印 印

（金融機関保管） 」 」

「 上記金額を領収しました。

領

収

日 に改める。

付
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印

（納税者保管） 」

第19号様式を次のように改める。



第19号様式（第21条、第22条関係）
（第１片）

No.　　　　　　　　 現　金　領　収　証　書　原　符

所属

所属

所属

所属

（第２片）
No.　　　　　　　　 領　収　済　報　告　書

所属

所属

所属

所属

備　　　考 　上記金額を領収しました。

　　平成　　年　　月　　日
 

　　　鳥取県　部県税事務所出納員
　　　　　　　　　所属分任出納員

自動車税・（　　　　　　　　　　税）
税　　　額 延　　滞　　金 過 少・不 申 告 加 算 金 重　　加　　算　　金 合　　　　　　計

課税区分 調定事由 納　　税　　番　　号帳票ID 課税年度

1 4

税目コード 期　　　別

税　　　額 延　　滞　　金 過 少・不 申 告 加 算 金 重　　加　　算　　金

1 4
自動車税・（　　　　　　　　　　税）

帳票ID 課税年度 税目コード 期　　　別

税　　　額 延　　滞　　金 過 少・不 申 告 加 算 金

税　　　目課税区分 調定事由 納　　税　　番　　号

 鳥
鳥取

1 4

期　　　別

税　　　額 過 少・不 申 告 加 算 金

課税区分 調定事由 納　　税　　番　　号帳票ID 課税年度 税目コード

合　　　　　　計重　　加　　算　　金延　　滞　　金

課税区分

　上記金額を領収しました。

　　平成　　年　　月　　日
 

　　　鳥取県　部県税事務所出納員
　　　　　　　　　所属分任出納員

納付（納入）者
氏 名・名 称

様  

帳票ID 課税年度 税目コード 期　　　別 納　　税　　番　　号 税　　　目課税区分 調定事由

1 4

納付（納入）者
住所・所在地

調定事由 納　　税　　番　　号

地方法人特別税・不動産取得税

備　　　考

総　計　金　額

円

税　　　額

納付（納入）者
住所・所在地

税　　　目 自　動　車　登　録　番　号

 鳥
鳥取

 法人県民税・法人事業税・個人事業税
地方法人特別税・不動産取得税

自動車税・（　　　　　　　　　　税）
合　　　　　　計重　　加　　算　　金

調定事由

過 少・不 申 告 加 算 金延　　滞　　金

納付（納入）者
氏 名・名 称

1 4

様  

帳票ID

自動車税・（　　　　　　　　　　税）

税目コード 課税区分期　　　別 納　　税　　番　　号課税年度

1 4

帳票ID 課税年度

1

税目コード 期　　　別

自動車税・（　　　　　　　　　　税）
合　　　　　　計

 鳥
鳥取

納　　税　　番　　号

税　　　額 延　　滞　　金 過 少・不 申 告 加 算 金

帳票ID 課税年度 調定事由税目コード 期　　　別 課税区分

地方法人特別税・不動産取得税

税　　　目

4

帳票ID 課税年度 課税区分税目コード

税　　　額 延　　滞　　金 過 少・不 申 告 加 算 金

4
 法人県民税・法人事業税・個人事業税

地方法人特別税・不動産取得税

重　　加　　算　　金

税　　　額 延　　滞　　金

1

税　　　目 自　動　車　登　録　番　号

税　　　目 自　動　車　登　録　番　号

 法人県民税・法人事業税・個人事業税
 鳥
鳥取

重　　加　　算　　金 合　　　　　　計

自　動　車　登　録　番　号

 鳥
鳥取

自動車税・（　　　　　　　　　　税）

 法人県民税・法人事業税・個人事業税

調定事由期　　　別 納　　税　　番　　号

合　　　　　　計

自動車税・（　　　　　　　　　　税）

 法人県民税・法人事業税・個人事業税
地方法人特別税・不動産取得税

自動車税・（　　　　　　　　　　税）
重　　加　　算　　金 合　　　　　　計

自　動　車　登　録　番　号

税　　　目 自　動　車　登　録　番　号

総　計　金　額

円

 法人県民税・法人事業税・個人事業税
 鳥
鳥取

地方法人特別税・不動産取得税

過 少・不 申 告 加 算 金 重　　加　　算　　金

合　　　　　　計

 法人県民税・法人事業税・個人事業税
 鳥
鳥取

地方法人特別税・不動産取得税

自　動　車　登　録　番　号

税　　　目 自　動　車　登　録　番　号

 法人県民税・法人事業税・個人事業税
 鳥
鳥取

地方法人特別税・不動産取得税
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（第３片）
No.　　　　　　　　 現　金　領　収　証　書　（県　税）

所属

所属

所属

所属

　上記金額を領収しました。

　　平成　　年　　月　　日
 

　　　鳥取県　部県税事務所出納員
　　　　　　　　　所属分任出納員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

備　　　考

合　　　　　　計

 法人県民税・法人事業税・個人事業税
 鳥
鳥取

地方法人特別税・不動産取得税

自動車税・（　　　　　　　　　　税）

1 4

合　　　　　　計

税　　　額 延　　滞　　金 過 少・不 申 告 加 算 金 重　　加　　算　　金

1 4

納　　税　　番　　号帳票ID 調定事由

税　　　額 延　　滞　　金

課税年度 税目コード 期　　　別 課税区分

税　　　額 延　　滞　　金 過 少・不 申 告 加 算 金 重　　加　　算　　金

課税区分 調定事由 納　　税　　番　　号 税　　　目帳票ID 課税年度 税目コード 期　　　別

税　　　目

 法人県民税・法人事業税・個人事業税

1 4

帳票ID 課税年度 税目コード 期　　　別 課税区分 調定事由 納　　税　　番　　号

1 4

税　　　額 延　　滞　　金 過 少・不 申 告 加 算 金

帳票ID 課税年度 税目コード 期　　　別 課税区分 調定事由 納　　税　　番　　号 税　　　目 自　動　車　登　録　番　号

納付（納入）者
住所・所在地

総　計　金　額

円納付（納入）者
氏 名・名 称

様  

自動車税・（　　　　　　　　　　税）

 法人県民税・法人事業税・個人事業税

自　動　車　登　録　番　号

 法人県民税・法人事業税・個人事業税
 鳥
鳥取

地方法人特別税・不動産取得税

自動車税・（　　　　　　　　　　税）

 鳥
鳥取

地方法人特別税・不動産取得税

自動車税・（　　　　　　　　　　税）

重　　加　　算　　金 合　　　　　　計

自　動　車　登　録　番　号

自　動　車　登　録　番　号

税　　　目

 鳥
鳥取

地方法人特別税・不動産取得税

合　　　　　　計

重　　加　　算　　金過 少・不 申 告 加 算 金

注
意
 
こ
の
領
収
証
書
は
五
年
保
存
し
て
く
だ
さ
い
。
総
計
金
額
を
訂
正
し
た
も
の
は
無
効
で
す
。
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平成26年３月28日 金曜日 鳥 取 県 公 報 号外第33号

「 鳥取県 県税事務所長・出納員 様 「 鳥取県 県税事務所長・出納員 様

領 領 領 領

収 収 収 収

第50号様式中 日 日 を 日 日

付 付 付 付

印 印 印 印

」 （鳥取県保管） 」

「 統轄店 御中 「 統轄店 御中

領 領 領 領

収 収 収 収

に、 日 日 を 日 日 に、

付 付 付 付

印 印 印 印

」 （金融機関保管） 」

「 上記金額を領収しました。 「 上記金額を領収しました。

領 領

収 収

日 を 日 に改める。

付 付

印 印

」 （納税者保管） 」

「 鳥取県 県税事務所長・出納員 様 「 鳥取県西部県税事務所長・出納員 様

領 領 領 領

収 収 収 収

第61号様式中 日 日 を 日 日

付 付 付 付

印 印 印 印

」 （鳥取県保管） 」

「 統轄店 御中 「 統轄店 御中

領 領 領 領

収 収 収 収

に、 日 日 を 日 日 に、

付 付 付 付

印 印 印 印

」 （金融機関保管） 」

「 上記金額を領収しました。 「 上記金額を領収しました。

領 領

収 収

日 を 日 に改める。

付 付

印 印

」 （納税者保管） 」

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成26年４月１日から施行する。
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（経過措置）

２ 改正前の鳥取県税条例施行規則の規定に基づき作成された用紙は、改正後の鳥取県税条例施行規則の規定に

かかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。




